
様式第１号（第３条関係） 
令和 8 年 1 月 15 日 

舞鶴市長様  
住  所 京都府舞鶴市喜多１１０５－４０ 

          ㈱DIYSTYLE内事務局 
請求者（連絡先） 氏  名 市民オンブズマンまいづる 
         森本 隆 、古田徹 

電話番号 090-8657-9128  
 

 
行政文書開示請求書 

 
 舞鶴市情報公開条例第４条第１項の規定により、次のとおり行政文書の開示を請求しま

す。 

請求に係る行政文

書の件名又は内容 

【開示請求対象：令和 6 年度から令和 7 年 12 月までの行政文書】 

１．介護認定調査員の配置状況 

・介護認定調査従事者数（全数） 

・調査員 1 名あたりの月平均認定調査件数 

 

２．要介護認定申請後の処理期間に関する統計資料 

・新規申請時の平均認定期間 

・区分変更申請時の平均認定期間 

・30 日以内に処理が完了した件数・割合、および 30 日を超過した件

数 

・申請から認定調査の実施までに要した平均日数 

 

３．介護認定審査会に関する情報 

・開催頻度および開催日程 

・出席者の構成（職種別） 

 

４．人的・制度的要因の調査に関する情報 

・介護認定調査員数の推移（令和 5 年度〜令和 7 年度）※市職員数再

掲 

・要介護認定申請件数の推移（令和 5 年度〜令和 7 年度） 

 

おおよその概略が分かれば結構ですので通知書の備考欄に記載い

ただいたり、別紙で記入いただくような代替えの内容で結構です。 



 請求内容に質問があれば請求者まで電話かメールをお願いします。 

 メール：info@maizuru.site 

開 示 の 方 法 
□ 閲覧 
□ 視聴  
☑写しの交付（送付希望の有無 □有  ☑無） 

請求に係る行政文

書の開示が公益上

必 要 が あ る 理 由 

介護保険制度において、要介護認定の結果は原則として申請か

ら 30日以内に通知されることが定められているが、舞鶴市では

2ヶ月近く要する事例が恒常化しているとの指摘がある。これ

は高齢者等の必要な介護サービスの利用開始が遅れ、健康や生

活の質に悪影響を及ぼす懸念がある。 

 

今後、要介護認定申請の増加が見込まれる中で、調査体制・審

査会の運営・申請処理の実態を把握することは、市民福祉の向

上に不可欠であり、制度改善への提言にも資する。これらの情

報の開示は、行政の透明性確保および公共の利益に資するため、

極めて公益性が高い。 

※ 
受 付 年 月 日 
 

年    月    日 

※ 
担 当 部 課 等 
 

部       課 
電話番号         （内線        ） 

※ 
備 考 
 

 

（注） 「開示の方法」の欄は、該当する□にレ印を記入してください。 
 ※印の欄は、記入しないでください。 


